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Ⅳ．青果物トレーサビリティシステムの開発事例

１．高度情報技術を活用したトレーサビリティシステムの導入

青果物は品目･品種が多様であり、その流通は収穫してから消費されるまでの時間

が短く、また、主として卸売市場流通を経由することから業者間の取引関係が多段階

である等の特徴があります。このためトレーサビリティの普及促進にあたっては、必

要な情報処理に要する関係者の負担はできるだけ小さいことが望まれます。そこで本

ガイドラインでは、当面の方策として例示した伝票ベースでのシステム構築から取り

組むことが適当であるとしています。

しかし、伝票ベースのシステムはトレーサビリティの基本要件を満たすことを優先

的としていることから、食品とその情報の迅速な遡及･追跡が難しく、また、消費者

に生産･流通履歴を公開するにあたって情報量の制約があるなどの課題があります。

その一方で、消費者サイドにおいては青果物に使用した農薬など青果物の生産履歴

に対する関心は高く、同時に近年の技術革新によって高度な情報機器等が実用化され

ていることから、これらを活用したより高度な情報技術によるトレーサビリティと生

産履歴の結合に対する要求が高まりつつあるものと考えられます。

同時に、高度な情報技術の活用は、トレーサビリティだけでなくサプライチェーン

マネージメントの構築等による在庫管理やロスの低減、事務作業の合理化等によって

流通の合理化にも大きく寄与すると考えられ、導入によってもたらされる効果は決し

て小さくありません。

このような高度情報システムを活用したトレーサビリティシステムの構築手順は、

概略以下のとおりとなります。その詳細については｢食品トレーサビリティシステム

導入の手引き(平成15年､(社)農協流通研究所)｣を参照下さい。
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高度情報機器を活用したトレーサビリティシステムの導入手順

事業者による組織形成 → 関係者間において事業
者組織や専門の組織を
作る

現状の把握･目標の設定 → システムの構築の事前
作業として、当該青果
物がおかれている現状
を把握し確認する

基本構想書の作成 → システムの基本的な考
え方や役割･効果等、シ
ステム化の基本仕様に
ついて文書化する

トレーサビリティ手順書の作成 → 基本構想書に基づい
て、システムを運用管
理するための手順書を
作成する

導入スケジュール等の作成 → 実施計画･試験計画･職
員研修等のスケジュー
ルを作成する

システム稼働トライアル

システムの評価･修正 → システム稼働後は、定
期的な評価･修正･更新
が必要である

広報、マニュアルの整備 → 必要に応じて、作業者
のマニュアル作成や外
部への広報を行う

システム正式稼働

注：｢食品トレーサビリティシステム導入の手引き(平成15年､(社)農協流通研究所)｣よ

り作成。
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２．開発事例

本章においてはこれから情報システムを活用した青果物のトレーサビリティシステ

ムの構築を検討されている事業者の参考とするため、農林水産省補助事業である平成

15年度トレーサビリティシステム開発事業及び平成14年度安全･安心情報提供高度化

事業において開発されたコンピューターや情報媒体等の高度な情報技術を活用したト

レーサビリティシステムについて紹介します。

事例毎の開発事例の記入内容は、以下のとおりです。

①システムの名称

②開発･実証試験実施者

③システムの構成者

④システムの概要･特徴

⑤対象品目

⑥情報伝達方法

⑦ロット

⑧記録データ

⑨対象物と情報の流れ

⑩構築と運用に要するコスト(注)

⑪システム構成者のメリット

⑫情報の信頼性確保の方法

⑬消費者への情報提供の方法

⑭システムの課題

⑮問い合わせ先

注：ここで記述されているコストは、実証試験におけるコストであり、実用段階で

のコストとは異なります。
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